
学校適正規模配置審議会の流れ 

 ＜平成２０年３月＞ 

 第 1 回 

・審議会の趣旨と目的 

・諮問文についての説明 

○審議会の役員選出（会長、副会長） 

○会議の進め方、予定  

 

第２回 

・各小学校の所在地、施設の視察

学校規模の適正化についての基本

的な考え方  

・教育活動との関連 

・適正な学校規模の素案 

審議会答申 

適正配置の基本的な考え方      

・学校の適正配置の素案  

・配置に伴う諸課題の明確化 

中間取りまとめ 

・審議会の中間とりまとめ 

（成文化） 

 

 
本町の学校規模の現状と課題につい

ての資料の整理 

○児童生徒数推移 ○維持管理、運営費 

○学校の沿革 ○教室数、施設概要 

○行政区別児童数（年齢別） 

 

       

 

 

 

         

 

 ＜必要に応じて開会＞ 

 ○学校規模の大・小による児童の学習

活動や教育環境面でのメリットやデメリ

ット 

 

         

 

 

 
○適正配置の具体案の策定と、諸課

題についての整理 
 

 

 

         

 ＜平成２１年７月末＞ 

                      

○ パブリックコメント及び地域懇談会

等の実施について検討 

 

・内容、対象、集約、結果の位置付け、時期 

※審議会のどの時点で実施するとよいか。 

 

 

最終取りまとめ 

・審議会の結論と答申案のとりま

とめ（成文化） 

 

         

 

 

 

 

         
○答申後の動向 

１ 教育委員会への報告 

２ 住民への周知 

３ 実施に向けての推進組織の立上げ 

 

 

 ＜平成２１年１１月末＞ 

 

 


